
広島県水道広域連合企業団建設事業に伴う調査設計測量委託業務等成績評定要領 

 

令和５年４月１日制 定 

 

（目的） 

第１ この要領は、広島県水道広域連合企業団（以下「企業団」という）の所掌に属する建

設事業に係る調査、設計及び測量委託業務等の成績評定（ 以下「評定」という。）に必

要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって建設コンサルタント等並びに

技術者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。 

（評定の対象） 

第２ 評定は、契約金額が 500 万円以上の測量・建設コンサルタント等業務発注事務処理要

綱で定める、測量、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務、土木関係建設コンサル

タント業務（「単純調査業務」を含む。）及びその他（「単純調査業務」に限る。）における、

請負又は受託を行う業務について行うものとする。 

２ 前項の「単純調査業務」の具体的な内容は、別表１の例示のとおりとする。 

（評定の内容等） 

第３ 評定は、次の評価項目ごとに重みを考慮し行うものとする。 

評価項目 細別 
業務 

評定 

技術者評定 

管理 照査 

プロセス評価 

実施能力の評価 実施体制及び執行体制 20 20 － 

実施状況の評価 

執行管理 5 5 － 

品質管理 20 20 50 

業務特性 10 10 － 

創意工夫 4 4 － 

説明調整能力の

評価 
説明調整能力 6 6 － 

取組姿勢 責任感・積極性・倫理観 5 5 － 

結果評価 成果物の品質 工程管理能力 30 30 50 

合計 100 100 100 

（評定者） 

第４ 委託業務等の評定を行う者（以下「評定者」という）は、検査員、総括調査員及び主

任調査員とする。 

２ 検査員とは、企業団建設事業に伴う調査設計測量委託業務等検査要領第３の定めによ

り指定され、検査を行う職員とする。 

３ 総括調査職員とは、企業団建設事業に伴う調査設計測量委託業務等担当要領第５各項



の定めにより総括調査員に指定された職員とする。 

４ 主任調査員とは、企業団建設事業に伴う調査設計測量委託業務等担当要領第５各項の

定めにより主任調査員に指定された職員とする。 

（評定の方法） 

第５ 評定は、別紙２から別紙４までの「採点表」及び別紙５の「採点上の補足」に基づい

て行い、別紙１の「業務成績評定表」に結果を記録するものとし、委託業務等ごと、評定

者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。 

２ 主任調査員は、当該委託業務が完了に伴う検査に合格したときは、別紙２－１の「採点

表」により評定を行い、総括調査員に手交する。 

３ 総括調査員は、別紙２－２の「採点表」により評定を行い、検査員である評定者に手交

する。 

４ 検査員は、別紙３及び別紙４の「採点表」により評定を行い、他の評定者の評定結果と

合わせて、別紙１の「業務成績評定表」に取りまとめるものとする。 

５ 所見は、特記すべき事項がある場合に記入するものとし、前項の取りまとめ後に各評定

者が記入するものとする。 

６ 対象業務が、複数の業務分野、業務種類若しくは難易度にまたがる業務の場合は、原則

として、設計金額の構成割合が最も大きい業務分野、業務種類若しくは難易度の業務とし

て取り扱うものとする。 

（評定表の提出等） 

第６ 検査員である評定者は、評定を行ったときは、遅滞なく、発注者に「業務成績評定表」

及び「採点表」を「検査調書」（土木設計業務等委託契約約款第 31 条、第 37 条関係）に

添付して提出するものとする。 

（評定の結果の通知） 

第７ 発注者は、評定者から評定結果の提出があったときは、別に定めるところにより、当

該委託業務等の受注者に対して、評定の結果を通知するものとする。 

（評定の修正） 

第８ 発注者は、第７の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、 

修正しなければならない。 

２ 発注者は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、当該工事の受注者に対して、その結

果を通知するものとする。 

（説明請求等） 

第９ 第７及び第８による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して 14日（企業団

の休日を定める条例第２条第１項の企業団の休日を含む。） 以内に書面により、発注者

に対して評定の内容について説明を求めることができるものとする。 

２ 発注者は、前項により説明を求められたときは、書面で回答するものとする。 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要領の施行の際現に入札の手続に着手していたものについては、なお従前の例に 

よる。 

３ この要領は、施行日から令和８年３月 31 日までの間は、企業団本部及び広島 

水道事務所の所掌に属する建設事業に係る調査、設計及び測量委託業務等に適用する。 

４ 広島県水道広域連合企業団水道事業等の設置等に関する条例（令和５年広島県水道広

域連合企業団条例第１号）第５条第３項に規定する地方機関（広島水道事務所を除く。）

の所掌に属する建設事業に係る調査、設計及び測量委託業務等については、当分の間、法

令その他別に定めのあるものを除くほか、構成団体（広島県を除く。）の規則等をこの規

程とみなして適用する。 

５ 前項の規定において、構成団体の要領等の規定中「市」又は「町」とあるのは「企業団」

と、「市長」又は「町長」とあるのは「企業長」と、部署、職名等については企業団の該

当する部署、職名等にそれぞれ読み替えるものとする。 


